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　　はじめに

　　　　　　　　　くユラ
　本稿の課題は，旧稿を前提として，1889年ストライキから第一次大戦（1914

年）までの時期におけるルール炭鉱業の労資関係を，歴史的に把握すること

である。

　すでに旧稿で述べたように，18世紀後半から19世紀前半までのルー』ル炭鉱

業の労資関係は，身分的「労資」関係として特徴づけられるものであった。

しかし，ドイツ産業革命の進展を背景として，1850年代のいわゆる「自由主

義的」改革によって，ルール炭鉱業の労資関係は，資本主義的なヘル・イム・

ハウゼ的労資関係へと一挙的に移行した。

　ヘル・イム・ハウゼ的労資関係とは，（1）労資の法的平等を前提とした上

で，労働力の売買が労資間の自由な個別的労働契約によっておこなわれる，

②経営内において資本の専制が貫徹する，という労資関係を意味している。

　あらためていうまでもなく，ヘル・イム・ハウゼ的労資関係という概念は

労資関係の実体を意味しているのであり，ヘル・イム・ハウゼ的観点（Herr－

im－Hause－Standpunkt）と区別されねばならない。ヘル・イム・ハウゼ的観

点とは，ヘル・イム・ハウゼ的労資関係を最善の労資関係であるとする考え

方または態度を意味している。したがって，ヘル・イム・ハウゼ的労資関係

が解体しはじめているにもかかわらず，資本家がヘル・イム・ハウゼ的観点

を主張しつづけるという事態は，十分におこりうるし，また現実におこった

のである。わが国における従来の通説は，．具体的な内容を確定することなく

ヘル・イム・ハウゼ的観点を奇家父長的観点ミと訳し，さらに，資本家がヘ

ル・イム・ハウゼ的観点を主張していたという事実から，実体としてのミ家

父長言労働関係ミの存在を推定するという二重の誤まりをおかしていた。

　1889年ストライキ以前の労資関係を対象とした旧稿とそれ以後を対象とし

（1）拙稿「ルール炭鉱業における労資関係の形成」社会政策学会年報第2！集「日：本経済

　　と雇用・失業問題』　（御茶の水書房，19フ7）

　　　　　　　　　　　　　　　一56一
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第一次大戦前におけるルール炭鉱業の労資関係（第1図）
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「修正クレーフェ薫マル’
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　雇傭保証
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　　　　　　　　　　　i非特権的鉱夫
　　　　　　　　　　．」
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「1865年フ。ロイセン鉱業

法」

　自由な個別的労働契約

「社会主義者鎮圧法」

　　　　　　（1878年）

若干の個別的争議

1872年エッセン地区のス

トライキ

社宅建設の開始

「ルール鉱業協会」結

成（±858年）

1889年ストライキ

端
緒
的
解
体

本
格
的
解
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「1892年改正プロイセン

鉱業法」

　労働者委員会設置の推

　奨

ドルトムント鉱業裁判所

の設置（1893年）

「旧組合」結成（1889年）

「キリスト教鉱夫組合」

結成（1894年）

「ポーランド人職業組合」

結成（ユ902年）

「ストライキ保険連

盟」結成（1890年）

共通就業規則の制定

　　　　　（1890年）

1905年ストライキ

「、9。5轍正プ。イセン1

鉱業法」

　労働者委員会の強制的

　設置

．「1909年改正プロイセン

鉱業法」

　保安委員制度の導入

「係員組合」結成

　　　　　　Q907年）

1912年「三角同盟」スト

ライキ

「ルール炭鉱連盟」結

成（1908年）

　ストライキ保険の継

　続

　職業紹介所設立

　　　　　（1910年）

会社御用組合の育成

　　　（1910年力〉ら）

第　一　次　大　六

一S7一



　160

た本稿との関連を明確にするために，また，本稿の以下の叙述の理解を容易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ならしむるために，ルール炭鉱業における労資関係の展開を綜括的に示す第

1図を掲げておこう。

1．ヘル・イム・ハウゼ的労資関係の端緒的解体

　　　　一1889年ストライキー

1．■工889年ストライキの経過

　　a．　発　端

　1850年代の一連の「自由主義的」改革が終了してからおよそ30年近くたっ

た1889年，ルール炭鉱地帯に大ストライキが勃発した。ストライキは他地方

の炭鉱にも飛び上し，ドイツ資本主義を大きく揺ぶることとなった。

　ルール地方には，すでに1860年代から，親睦を旨とする鉱夫団体（K：na－

ppenvereine）が多数存在していた。それらは，大別すれば，カトリック鉱夫

団体（katholische　KnapPenvereine），福音派鉱夫団体（evangelische　Kna－

ppenvereine），特定の宗派にとらわれない自由鉱夫団体（freie　oder　gemi－

schte　Knappenvereine）の三つに分かれていた。自由鉱夫団体においては，

社会民主主義者も活動していた。1878年の社会主義者鎮圧法は，鉱夫団体に

は適用されなかった。同法がまだ存続していた1888年，自由鉱夫団体を中心

とした鉱夫団体の間に，クナップシャフトの改革をめざす運動が始まり，翌

1889年に入ると，労働条件の改善をめざす運動へと発展していった。そして

3月10日の鉱夫集会において初めて賃上げ要求が確認され，さらに4月7日

（8日という説もある）の鉱夫集会において，15パーセントの賃上げ，入出

坑を含む8時間労働，通気の改善などの要求が確認された。その後ルール地

方において相次いで開かれた鉱夫集会において，同様の要求が提出された。

こうした運動の指導者たちはストライキに反対していたが，5月3日，ルー

ル地方北部の若い運搬夫や馬方が突如ストライキに突入した。そしてストラ

　　　　　　　　　　　　　　　p58一
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イキは，労働者と警察・軍隊との衝突を契機に，ル7ル地方全域に拡大して
　　（1）
いった（その規模については第1表を，その経過については第2表を参照）。

ストライキ参加者数

1889年ストライキ（第1表）

　　　　　　　　　入　坑　者　数

月　　日 参加者数 tl・入賭剰月 日　入坑者数

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

月5 4－5，000人

4－5，000
　日曜日
　35，000
　40，000
　40，000
　70，000
　81，000
　81，000
　日曜日
　90，000de

5月16日

　ユ7日

　18日
　ユ9日

　20日

　21日

　22日

　23日

10，000人

30，296

34，910

日曜日

37，017

73，995

　？

76，101

24日

25日

26日

27日

28日

29日

30日

31日

74，991

70，012

日曜日

65，034

73，415

78，994

休　日

ほぼ全員

出典，Karl　Oldenberg，　Studien　zur　1翫θ癩soん＝昭6s繊醜。加ηBergarbei．

　　　terbewegung，　S．　86．

1889年ストライキの経過（第2表）

日
日
日
日
日
［
口

7
3
4
5
7
8

月
一
月

4
只
り

9日
10日

ll日

14日

15日

工8日

19日

21日

23日

25日

29日

「委員会」，各炭鉱経営指導部に要望書を送付
ストライキ開始
ヒベル＝ア会社でス1・ライキ参加者と警察・国家警察との衝突

軍隊の出動
軍隊とストライキ参加者との衝突。3人死亡，4人負傷。
軍隊の発砲，3人射殺，6人負傷。
ボッフム地区40炭鉱経営指導部代表の決議
ドルストフェルトにおける鉱夫集会，皇帝への鉱夫代表派遣決定
ヴェストファーレン州知事ハーゲマイスターの声明
「ルール鉱業協会」決議

皇帝，ルール鉱夫代表に謁見
皇帝，「ルール鉱業協会」代表に謁見
「ベルリン議定書」調印

「ルール鉱業協会」声明

ボッフムにおける鉱夫集会
「委員会」声明

「ルール鉱業協会」声明

「委員会」，ストライキ再開声明

「委員会」，ストライキ終了声明

（1）1889年ストライキの概括的叙述については，Max　Jtirgen　Koch，　Die　Bergarbei．

　　terbewegung　im　Ruhrgebiet　zur　Zeit　PVilhelms　II．　（1889－1914），　DUssel－

　　dorf　1954，　S．　33－51．
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b．　労働者の要求

　ストライキにおける鉱夫．の要求は，多岐にわたっていた。ストライキ終了

後，プロイセン内務相およびプロイセン公共事業相の委託によっておこなわ
　　　　（2）
れた調査によれば，ルール鉱夫の要求・不満は，次の諸点にあった。

　（11賃銀

　　（司　　賃銀力Sイ氏し、

　　　　　　　　　　　（s）
　　（b）請負賃銀の破棄（AbreiBen　der　Gedinge）

　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　　（c｝欠損炭（Fuilkohle）制度

、（2）　この調査報告書は，1890年に公刊された。エ）enkschrift　diber　die　Untersu－

　　chztng　der　Arbeiter＝　und　Belriebs＝＝Verhdltnisse　in　den　Steinfeohlen＝＝

　　Bezirken，　Bearbeitet　im　Auftrage　der　Minister　der　Offentlichen　Arbeiten

　　und　des　Innern，　Berlin　l890．（以下，　Denleschri／”tと略記して引用）がそれで

　　ある。しかし，この調査報告を無批判的に信用してはならない。その点については

　　Max　Quarck，　，，Die　Preussische　Bergarbeiterenqu就e　vom　Jahre　ユ889‘‘，

　　Archiv　f’i’r　sogiale　Gesetzgrebung　ttnd　Statistik，　Bd．　3　（1890），　S．　162－

　　179．

（3）坑内夫の請負賃銀率は，切羽ごとに毎月切羽坑夫組長と坑内職員との口頭による

　　約束によって決められる。ルーール炭鉱における多くの就業規則は，請負賃銀につい

　　て不十分な規定しか有していず，「請負賃銀は技師長（BetriebsfUhrer）またはそ

　　の代理人によって決定される」とのみ書かれているのが一般的であった。もともと

　　は技師長が各切羽を見て歩き，請負賃銀率を決定していたのであるが，炭鉱の規模

　　の巨大化とともに，そうしたことは時間的に不可能となった。そこで，技師長の配

　　下の坑内係員がその任にあたるようICなった。そして技師長は，係員が決定した請

　　負賃銀率を当該月の中旬に点検し，一定以上の高さの請負賃銀率については，それ

　　を一方的に切り下げたのである。こうした事態が，請負賃銀の破棄と呼ばれた。経

　　営側は，係員が決定した請負賃銀率は仮のものにすぎず，技師長がその決定の最終

　　的権限を有していると主張し，請負賃銀の破棄を正当化していた。（1）enleschrifl’，

　　S．　g－u．　；　Karl　Oldenberg，　Studien　zur　Rheinisch＝Westfdilischen

　　Ber．aarbeiterbeevegung，　Leipzig　1890，　S．　42－44．）

（4）　搬出された石炭は，すべてそのまま販売または自己消費されるのではない。本来

　　　「ヌレン」とされるべき炭車が潜まって正常な炭車とされた場合，大きな石炭塊に

　　ボタが含まれていた場合，坑外積込み作業の時の落ちこぼし，湿式選炭の時に生じ

　　る脱落などによって，搬出された石炭量と販売・自己消費される石炭量との間に欠

　　損炭（FUIIkohle）がでる。そして，たとえばある炭鉱のある一定期間に搬出され

　　た石炭が10Qトン，実際に販売・自己消費された石炭が95トンであった場合，欠損

　　炭率は5パーセントと計算され，採炭にたずさわった鉱夫の賃銀は，一律5パーーセ

　　ント差し引かれた。（L）enkschrift，　S・31．；K・01denberg，　op．　cit・，　S．47．）

一60一
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②　労働時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　（a）入出門を含む8時間労働の要求

（b＞残業の規制要求

（3）罰則

　　　　　　　　（6）
　（a）　「ヌレン」

　　　　　　　　　　（7）
　（b）罰金の使用方法

（4）労働過程

（a）炭車の容量の不統一

（b）

（c）

通気が悪い
　　　　　　　　　　　（8）
坑木・レールの坑内搬入

（5）　「監督原則」時代には，一作業方は8時間と規定されていた。その当時の炭鉱

　　は，規模の小さな横坑または斜坑であったため，入出坑を含めての8時間労働が，

　　事実上実現されていた。ユ850年代の「自由主義的」改革力∫終了した後も，一作業方

　　の労働時間は8時間が普通であり，8時間半・9時間さらには9時間半という労働
　　時間は，少数の炭鉱でおこなわれていたにすぎない。しかし，1850年末以降に発展

　　したルール地方北部の大炭鉱は，深い竪坑であったため，入出坑に時間がかかっ

　　た。それは，1889年ストライキの直前の時期には，往復が1時間から2時間にもな
　　っていた。　（Denllschrift，　S．20－2！．；K．　Oldenberg，　oカ．　cit．，　S．50－51．）

（6）搬出された炭車が十分な量の石炭を積込んでいない場合，または規定以上のボタ

　　を積込でいた場合，その炭車は坑口の係員によって無効とされた。これが「ヌレ

　　ン」である。　「ヌレン」とされた場合，正常な積込みをした炭車に支払われるべき

　　賃銀の一部または全部が没収された。そして，その炭車の石炭は，炭鉱のボイラー

　　燃料として使われたり，「ヌレン」を減らすために不十分な積込をした他の炭車へ

　　の補充に回されたり，さらには欠損炭率を下げるのに用いられた。同一の坑夫組が

　　「ヌレン」を繰り返した場合，罰として，正常な積込をした炭車を「ヌレン」とす

　　ることも時々おこなわれた。　「ヌレン」とともに罰金を課した例さえもあった。鉱

　　夫の不満は，「ヌレン」それ自体に対してではなく，（1）回数が多すぎる，②不十分

　　な積込に対する罰としては重すぎる，（3階千の炭鉱では「ヌレン」とされた炭車の

　　石炭を，雇主が自分の利益のために使用し，その分の賃銀を支払っていない，（4炭

　　車の積込が本当に不十分であったかどうかを鉱夫が知りえない，という点に向けら

　　れていた。　（Denkschrift，　S，27－28．；K．　Oldenberg，　op．　cit．，　S．45－47．）

（7）鉱夫から徴収された罰金は，そのほとんどが，企業福利施設としての企業内共済

　　金庫（UnterstUtzungskasse）の基金として使用された。しかし鉱夫は，共済金庫

　　の運営に参加できず，またその基金がどのように使われたのかも知ることができな

　　かった。そこに鉱夫の不満があった。　（Z）enleschrift，　S．33－34，）

（8）いくつかの炭鉱では，坑内夫は，作業を終えて出坑後，翌日使用する坑木やレー
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（d）係員（Steiger）の横暴な態度・

⑤　従業員の福利

（a）企業内売店・社宅の管理運営の改善要求

（b）

（c）

坑口浴室（Waschkaue）の改善要求
　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
鉱夫の自家用燃料炭の原価販売要求

（6）その他

（a）

（b）

（c）

クナップシャフトの改革要求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
公正な離職証明書（Abkehrschein）要求
　　　　　　　　　（Il）
請負企業の改革要求

　　ルを倉庫から坑ロまで運んでおかなければならなかった。これに要する開聞は労働

　　時間に算入されなかったし，また雨の日にはびしょ濡れになった。そのため，こう

　　したことのおこなわれていた炭鉱の坑内夫は，他の炭鉱のようにその作業をそれ専

　　門の労働者におこなわせるよう要求したのである。要求をつきつけられた雇主は，

　　ただちにそれを受け入れた。　（Denkschrift，　S．37．；K．　Oldenberg，　op．　cit．，

　　S．59，）

（9）　「監督原則」時代，既婚鉱夫は，自家用燃料炭を無料で，少し後には原価で入手

　　していた。1850年代の「自由主義的」改革を経た後も，そうした慣行は維持され

　　た。しかし次第に，炭価が下落した場合，既婚鉱夫用の炭価を引き下げる炭鉱と引
　　き下げない炭鉱とに易かれた。後者の炭鉱の鉱夫は，その点に不満を持っていた。

　　（L）enfeschrift，　S．36．；K：．　Oldenberg，　oカ．　cit．，　S．40．）

（IO）「1865年プロイセン鉱業法」第84条によれば，雇主は離職する成人鉱夫に対して，

　　雇傭期間と職務内容とを記した離職証明書を発行する義務があった。さらに同法第

　　85条によれば，以前に鉱山で働いた経験のある労働者は，鉱山への就職に際し，そ

　　の離職証明書を提示しなければならなかった。1889年ストライキの前に，鉱夫の間

　　に，不穏な鉱夫を締め出すために雇主たちが共謀しており，第三者には気づかれな

　　いような記号を離職証明書に書き込んでいる，という噂が広まっていた。プロイセ

　　ン政府の調査報告は，その噂は事実無根だとしている。（1）enkschrift，　S．40．）

（ll）ルール炭鉱における雇傭形態は，そのほとんどが直接雇傭であった。しかし，主

　　として岩石掘進作業の分野に，少数ながら請負企業が存在していた。請負企業の存

　　在は，1860年頃にさかのぼることができると言われているが，その詳細は不明であ

　　る。やや後の数字になるが，ドルトムント上級鉱山監督局区において岩石掘進作業

　　を請負う企業は，1895年6月に12企業885人労働者（全鉱夫数に対する割合はO．53

　　パーセント），1908年に19企業4206人労働者、（同1．26パーセント）であった（wil・

　　helm　Pieper，　Die　Vergebung　von　Gruben・Gesteinarbeit’en　an　besondere
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，Unternehmer‘im　Ruhr－L，iカpe－Steinkohlenbergbau，　Jena　lg19，　S．81．）。

　　諸国企業に関する鉱夫の不満は，次の点にあった。（1精負企業で働く坑内夫の賃銀

　　は，普通の坑内夫よりも高かった。しかるに，請負企業坑内夫はほとんどが外国
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（d）炭鉱から鉱夫に売り渡される作業用具の価格についての不満

　　c．　資本家の対応

　ストライキの拡大に対し，資本家側は，どのような対応を示したのであろ

うか。9万人以上もの参加者数を示した大争議に対して，個別炭鉱ごとに対

応することは，まったく不可能であった。そして，この大争議に対応しうる

ルール炭鉱資本家の団体は，　「ルール鉱業協会」　（Verein　fUr　die　bergbau－

lichen　Interessen　im　Oberbergamtsbezirk　Dortmund）以外になかった。「ル

ール鉱業協会」は，一連の「自由主義的」改革が進行している1858年，ルー

ル地方の「鉱業と鉱業人との全般的な利益を，共同討議と共同行動とによっ
　　　　（12）
て推進する」ために結成された。「協会」は，またたくまにルール地方のほと

んどの炭鉱を組織化することに成功した。　「協会」は，経済問題を扱う資本

家団体であり，労働問題に対処すべく予定されていたのではない。それは，

ルール炭鉱資本家のヘル・イム・ハウゼ的観点からして当然のことであっ

た。なぜならば，労働力の売買は個別的になされるはずであり，そして個別

経営内においては個別資本家が専制者となるからである。そこには，労働問

題を扱う資本家団体の成立する余地はなかった。しかし，1889年ストラキは，

「ルール鉱業協会」をして，労働問題における一方の当事者たらしめたので

あった。

　5月11日，ストライキに対処すべく，　「ルール鉱業協会」は声明を発表し

　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
た。それは，次の諸点からなっていた。

　人，とりわけイタリア人であった。②請負企業家は，しばしば賃銀をごまかした
　　り，賃銀を支払わないまま逃亡したりした。　（Denfeschrift，　S．36．；K．　Olden・

　berg，　oP．　cit．，　S．48－49，）なお，1889年目トライキ以降の請負企業制の規制に

　ついては，W．　Pieper，　op，　cit．，　S．67ff．を参照。

（12）　Friedrich’Schunder，　Tradition　und　jFortschritt．　Hundert　fahre　Gemein－

　schaftsarbeit　im　Ruhrbergbaze，　Stuttgart　1959，　S．　34．

（！3）　Otto　Hue，　Die　Bergarbeiter．　Llistorische　Darstellung　der　Ber．aarbeiter

　　＝Verhde’ltnisse　von　der　dltesten　bis　in　die　neueste　ZeiちBd．2，　Stuttgart

　lg13，　S．　360－361，
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　（1＞今回のストライキは，解約告知義務を無視した違法ストライキであ

　　る。

　②　ルール炭鉱業の労働時間は，ヨーロッパ大陸の鉱業地帯のなかでもつ

　　とも短かい。賃銀も，ドイツの炭鉱業のなかでもっとも高い。さらに，

　　前年から炭価が上昇しているから，賃銀はそれにともなって上昇するで

　　あろう。

　（3）年長で真面目な鉱夫は以上のことを知っていたが，若い鉱夫の煽動と

　　脅迫とのもとにストライキに引き込まれた。

　（4＞ストライキは違法であるが，その長期化は祖国の広汎な層に重大な結

　　果をもたらすことを考慮し，次のことを約束する。すなわち，労務の再

　　開を条件に賃銀の引き上げを承認する。　とは言え，すべての鉱夫の賃銀

　　を一律に引き上げることは，不可能かつナンセンスである。したがっ

　　て，それを約束することはできない。

　（5）労働時間短縮の要求は，正当な根拠がない。

　この声咀は，ストライキに対して，事実上，なんらの譲歩もしていなかっ

た。なぜならば，労働時間短縮要求は全面的に拒否されていた。賃銀につい

ては，たしかに引き上げを約束していたものの，それは炭価の上昇にスライ

ドさせるというものであり，また，具体的な引き上げ交渉は個別経営におい

て個別的になされるとしていたからである。そこには，ヘル・イム・ハウゼ

的観点の修正を示すものはなにもない。

　鉱夫はストライキという手段によって労働条件を集団的に規制しようとし

たのに対し，資本家はヘル・イム・ハウゼ的観点を堅持していた。そこに，

妥協の余地はなかった。ストライキの成行は，国家の出方にかかることにな

った。

　　a，　国家の介入

　1889年ストライキの中心地は，ルール地方北部であった。北部においては

ストライキの勃発した翌日（5月4N），早くも警官と鉱夫とが衝突した。

　　　　　　　　　　　　　　　一64一



　　　　　　　　　　　　　　ルール炭鉱業における労資関係の展開（1）　16ワ

翌5日，軍隊が出動し，7日と8日には，軍隊の発砲によってそれぞれ3名
　　　　　　　　　　　
の鉱夫が射殺された。　5月10日，ルール地方北部を管轄するヴェストフナー

レン州知事ハーゲマイスター（Oberprasident，　von　Hagemeister）は声明を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
発表し，自己の立場を公式に明らかにした。州知事は言う，ストライキそれ自

体は犯罪ではない。しかし，強制・脅迫・名誉鍛損その他の手毅によって他

人をストライキに参加せしめることは犯罪である　（帝国営業法第152条・第

153条）。さらに，州知事は，次のように確言する，「賃銀率の決定は，労

資間の相互協定の問題であり，国家官庁は，ストライキ中の鉱夫によって提

出されている賃銀引き上げ要求について，判断を下す立場にない」。州知事

の声明の意味するものは，きわめて明白である。それは，ストライキに対し

て，ヘル・イム・ハウゼ的労資関係を維持せんとしたものであった。

　ここで注目に値するのは，主としてルール地方南部を管轄していたライン

ラント州デュッセルドルフ県知事ベルレプシュ（Reg三erungspr｝lsident，　Hans

Freiherr　von　Berlepsch）の対応の仕方である。彼は軍隊の出動に反対し続

けた。それは，たしかに，ルール地方南部は北部に比して平穏であったとい

う客観的事実を背景として主張されえたのであったが，また同時に，彼の社

会改良的思考の帰結でもあった。彼は，大争議を眼前にして，労資間の交渉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
機構・争議調停機構がまったく欠如していることを痛感した。交渉機構・争

議調停機構をつくり出すという彼の思考は，ヘル・イム・ハウ目的労資関係

を否定するものであった。一県知事にすぎなかった彼は，1889年目トライキ

そのものに対しては，直接的影響を与えることができなかった。しかし彼は

1889年10月にラインラント州知事に任命され，さらに翌1890年2，月，プロイ

セン商工相に抜擢された。彼は，政策決定に関与しうる立場を手に入れたの

（14）　lbid．，　S．　357．

（15）声明全文は，Gustav　Natorp，　Der、Ausstand　der　Be’r，garbeiter　im　Nieder．

　rheinisch＝＝1’Xestfdlischen　lndustriebe2irfe，　Essen　1889，　S．　19．

（16）　Hans　Freiherr　von　Berlepsch，　So2ialPolitische　Erfahrungen　und
　Erinnerungen，　M．　Gladbach　1925，　S．　24－25．
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である。彼の手になる「1892年改正プロイセン鉱業法」については，後段で

触れるであろう。

　ベルレプシュの社会改良的思考があったとは言え，全体として地方官僚は

ストライキに対する調停的介入を拒否した。しかし，ストライキの帰趨は，

5月9日ドルストフェルトで開かれた鉱夫集会が皇帝の下への鉱夫代表派遣

を決定したことによって，急転回をとげた。

　鉱夫代表との謁見問題をふまえて，若き皇帝ヴィルヘルム」世は，5月12

日の閣議の席上，ルール鉱夫ストライキに対する態度を表明した。それは，

1890年「2月勅令」，さらに「1892年改正プロイセン鉱業法」につらなるも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
のとして重要である。皇帝の考えは，次のようなものであった。

　（1）禍の根源は，大部分の炭鉱が，外国資本によって動く株式会社である

　　ことにある。それらは，高利潤を唯一の目的としており，労働者の福利

　　や状態に注意を払わない。

　②　今から14日も前に運動の兆候が認められていたにもかかわらず，官庁

　　は，労働者の正当な要求を承認（Entgegenkommen）することによって

　　それを防ぐということを怠った。

　（3）全般的労務停止は6月におきるはずであったが，時期尚早におきてし

　　まった。

　（4）運動は，社会民主主義者の運動ではない。雇主に，労働者の正当な要

　　求を承認するよう圧力をかける必要がある。

　（5）労務停止は即時に中止されねばならない。鉄道および艦隊の活動が不

　　可能になれば，武装解除されたも同然である。

　（6）なによりもまず初めに労務を再開することが必要だという雇主の考え

　　を，労働者は受け入れないであろう。州知事は，いま一度炭鉱主を商い

　　　　　　　　　　ノ　　てそのことを明らかにし，現在の利潤のもとで可能な賃銀引き上げを迫

（17）Paul　Grebe，。Bismarcks　Sturz　und　der　Bergarbeiterstreik　vom　Mai！889，

　　Ein　Beitrag　aus　den　Akten　des　Staatsministeriums‘t，」Uistorische　Ze’it－

　　schrifち　Bd．157（1938），　S．91－92．

　　　　　　　　　　　　　　　一66一



　　　　　　　　　　　　　　ルール炭鉱業における労資関係の展開（工）　169

　　るようにすべきである。ここでは，政府は，一種の上級仲裁裁判所（eine

　　Art　Oberschiedsgericht）を構成している。

　（7）皇帝は，ルール地方の鉱夫代表および雇主代表の双方に謁見する。

　（8）現在のところ，ヴェストファーレン州に駐屯している軍隊で足りてい

　　る。事態がもっと重大になれば，当地に駐屯している軍団を集結させ，

　　隣接の州から部隊を動員する。

　（9）立法によって，鉱山に対する国家の指揮権（Oberleitung）を獲得す

　　る。

　皇帝の以上の見解は，ルール鉱夫のストライキの最中に，最高権力者が，

禍の根源が外国資本の意のままになる株式会社制度にあるという誤まった認

識のもとに，さらにまた鉄道と艦隊の運行の確保という軍事的要請の前に，

ヘル・イム・ハウゼ的観点を放棄したことを意味していた。そして，皇帝の

意向に沿って，5，月14日にルール鉱夫代表3名と，翌15日にルール資本家代

表との謁見がおこなわれることとなった。

　皇帝の鉱夫代表謁見は，それ自体国家の調停的介入を示すものとしてきわ

めて重要であるが，いま一つ注目すべきことは，それを契機に，労資間の直

接交渉がおこなわれたことである。すなわち，自由主義左派の「自由思想

党」　（DeutSche　Freisinnige　Partei）の代議士2名の斡旋のもとに，　5．月14

日，謁見のためにベルリンに滞在していたルール鉱夫代表3名と「ルール鉱

業協会」理事長ハマハー（Vorsitzender，　Friedrich　Hammacher）との間に

直接交渉がおこなわれたのである。交渉は翌15日に終り，合意事項が「ベル

リン議定書」　（Berliner　Protoko11）として成文化された。それは，鉱夫の要

求歓幅に取り入れたものでさ。老1）しカ、し，「議定謝の醸は，そ礁

　（⊥8）0．Hue，1）ie　Bergarbeiter，　Bd．2，　S．368－9．その内容は，以下の通りであ

　　る。
　　（1｝通常の一作業方8時間労働を越える労働をおこなわない、

　　（2）残業は，鉱山・鉱夫の保安にとって必要な場合に例外的におこなわれる。

　　｛3）営業上の理由による残業は，経営側と従業員代表委員会との事前の了解にもと

　　　ついてのみおこなわれる。
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にあるのではない。その意義は，第一に，それが労資閲の直接交渉によって

作成されたことにある。このことは，将来に労鋤組合が結成された時，団体

交渉がおこなわれるであろうということを意味している。第二に，　「議定

書」がその第3項および第4項において，労資協議制を規定していることに

ある。

　「第3項。営業上の理由により残業が必要となった場合残業はJ炭鉱経営指導部と従

　業員代表委員会（ein　AusschuB　von　Vertrauensmtinnern　der　betreffenden　Beleg－

　schaft）との間の事前の了解にもとづいてのみおこなわれうる。

　第4項。この委員会は，毎年自由な選挙において，従業員，しかも25才以上の鉱夫によ

　って自主的に選出される。」

　結局，「ベルリン議定書」の意義は，それがヘル・イム・ハウゼ的労資関

係を全面的に否定したところにあっt。

　しかし，「議定書」に調印した「ルール鉱業協会」理事長ハマハーは，ル

ール炭鉱資本家の総意を代表していkのではなく，彼個人の判断にもとづい

て行動していたのであった。皇帝の謁見のために「ルール鉱業協会」から4

名の代表が派遣されていたが，ハマハーを徐く3名は，「議定書」の承認を

直ちに拒否した。さらに，ルール炭鉱資本家たちは，一斉にハマハーを非難
　（19）

した。

　　　（4）従業員代表委員会は，毎年，自由な選挙によって，25才以上の従業員によって

　　　選出される。
　　　（5）通常の8時間作業方は，入出山時間を含んでいない。入出坑はそれぞれ30分を

　　　越えてはならない。入画工は，鉱夫が坑内に8時間以上とどまらないようにおこ

　　　なわれる。
　　　（6）炭価の上昇を考慮して賃銀を引き上げる。

　　　（7）鉱夫は，「ルール鉱業協会」が各炭鉱経営指導部に対して，離職証明書を悪用

　　　　しないよう働きかけるであろうことを信頼する。
　　　（8）鉱夫は，火薬・石油・工具が炭鉱経営指導部から原価で渡されるよう希望す

　　　　る。

　　（9）今回のストライキを理由とする不利益処分をおこなわない。

　　｛1e）ここに署名した鉱夫は，以上の要望が「ルール鉱業協会」理事会によって承認

　　　　されるならば，労務の再開に全力を尽くす。

　（19）　Alex　Bein，　．Friedrich　Hammacher“，　Rheinisch＝　PVestfdilische　Wirtscha．

　　ftsbiographien，　Bd．2，1937，　Nachdruck　l974，　S．64－5．ハマハー（1824一
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　「ベルリン議定書」がルール炭鉱資本家の意に反して調印されたものであ

った以上，「ルール鉱業協会」がそれをそのまま承認するはずがなかった。

しかし．また，「協会」は，皇帝と広汎な世論とによって称賛された「議定

劇を，全面的に拒否することもできなかった。　「協会」がとりうる立場は

限定されていた。すなわち，絶対に譲れない事項についてはそれを拒否する

とともに，その他の事項については承認するという立場である。

　5月18日，　「ルール鉱業協会」は，　「議定書」に対する立場を明らかにし

　　　　　　（20）
た。18日の声明は，2点について「議定書」を否定していた。

　第一に，労資協議制を否定した。18Hの声明の第2項は，　「ベルリン議定

書」第3項および第4項を修正し，残業は，「炭鉱経営指導部と鉱夫との間

の事前の了解にもとづいて」おこなわれるとされていた。ここには，　「議定

書」に記されていた従業員代表委員会（通常，労働者委員会と呼ばれる）が

姿を消していた。声明の意味するところは，明白である。鉱夫が個別的に職

員に呼び出され，残業を命じられた場合，残業を拒否することは事実上不可

能である。解雇を覚悟しないかぎり，鉱夫は「事前の了解」を与えざるをえ

ない。かくして，資本の命令は貫徹するであろう。

　第二に，労働時間についての明確な規定を否定した。声明第1項は，8時

間作野方は入七二時間を含まはいとした上で，　「入坑および出坑は通例それ

ぞれ30分を越えるべきではない」という曖昧な表現をしていた。事実その

後，資本家は労働時間について何らの譲歩もしなかったのである。18日の声

　エ904）は，1858年の「ルール鉱業協会」創立時からずっと理事長の要職にあったが

　　これを契機として，「協会」と対立するようになった。彼は，ストライキ終了後の

　188g年12月，「国民自由党」（Nationalliberale　Partei）代議士として帝国議会で

　演説をした。そのなかで彼は，「同権」　（Gleichberechtigung）の立場に立って

　労働者と話し合う必要性を強調した。「ベルリシ議定書」以来の彼と「協会」との

　緊張関係は，この演説によって終局を迎えた。翌1890年2月半理事長選挙において

　彼はついに理事長の職を解かれた。さらに，1891年9月，「協会」は彼を「協会」

　　から追放した。その後，19Q2年になって，「協会」は彼に名誉会員の称号を与え，

　少なくとも表面的には和解の態度を示した（fbid．，　S．65．）。

（20）　O．　Hue，　Die　Bergarbeiter　Bd．　2，　S．，　370－1．
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明は，以上の2点のぞいて，「ベルリン議定書」を承認した。

　「ルール鉱業協会」の18日の声明にもかかわらず，そしてその後若干の曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
折を経ながらも，ストライキは終局に向かい，5月末には完全に終了した。

2．ユ889年ストライキの直接的影響

a．　法的枠組の修正

　　　α．「1892年改正プロイセン鉱業法」

　1889年の大ストライキは，従来の労資関係に大きな衝撃を与えた。ストラ

イキは，労資関係の構成主体一・国家・労働者・資本家一のそれぞれに，

労働問題における新たな対応の必要性を痛感せしめた。

　ここでは，まずはじめに法的枠組の修正から検討しよう。その場合，なに

よりもまず，プロイセン鉱業法に注目しなければならない。なぜならば「ル

ール炭鉱業における国家の社会政策の歴史は，主としてプロイセン鉱業法の
　　　　（1）
歴史である」からである。

　1889年ストライキの影響をうけて「1865年プロイセン鉱業法」が改正され，

「1892年改正プロイセン鉱業法」が成立した。同法は，一連の労働者保護規定

をもうけていたが，それらはルール炭鉱業にとってなんの意味ももたなかっ

た。というのは，すでに旧稿で述べたように，ルール炭鉱業には，保護の中

（21）1889年ストライキは，労働組合が存在していなかったということから容易に推察

　　できるように，資金的裏付がまったくなかった。それにもかかわらず冬トライキが

　数週間にわたっておこなわれえたのは，次のような事情があったからである。ルー

　　ル鉱夫のストライキは広汎な世論の支持をうけ，他産業の労働者のみならず，一般

　市民からも広く支援金が寄せられた。とはいえ，それだけで資金が足りるはずがな

　　い。ストライキ中の労働者の生活を：支えたのは，主としてルール地方における賃銀

　支払方式にあった。鉱夫の賃銀は，働いた月の翌，月に2回に分けて　　たとえば8

　　日と24日一支払われていた。したがって，ストライキ参加者は，ストライキの最

　　中に4月分の賃銀を受け取っていた。それ故，経済的困窮は，ストライキ申にでは
　　なく，翌6月に彼らを襲ったのである。（K．Oldenberg，　oカ．　cit．，　S．103－4．）

（1）　Hans　Georg　Kirehhoff，　Die　staatliche　SoziaSPolitih　im　Ruhrbergbau

　　1871－1914，　K61n　und　Opladen　1958，　S．　15．
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心的対象たる婦人労働者・児童労働者がほとんどまったくいなかったからで

ある。労資関係法としての「1892年改正プロイセン鉱業法」の意味は，次の

3点にあった。｛1）就業規則に関する規定，（2）炭車検査係に関する規定，（3）労

働者委員会に関する規定，以上である。

　（1）就業規則に関する規定。「1892年改正プロイセン鉱業法」第80条a項は，

すべての炭鉱が就業規則を制定すべきことを規定し，同条b項は，就業規則に

含まれるべき事項を指示していた。これらは，就業規則の形式を整えることを

意図していた。1889年ストライキについてのプロイセン政府の調査報告は，

ルール地方において，13の炭鉱とそ⑱ほか若干の小さな炭鉱に就業規則のな
　　　　　　　　　くり
いことを指摘していた。プロイセン政府は，そもそも就業規則を制定してい

ない炭鉱があるということ，また，たとえ就業規則が存在していたとしても

重要な事項が就業規則のなかにではなく，その付則にこっそりと規定されて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　
いることのなかに，改革の必要を認めたのである。　「1892年改正フ。ロイセン

鉱業法」は，就業規則の制定の義務化とその形式的整備とによって，労務管

理の客観化を意図していたと言えよう。

　（2）炭車検：査係に関する規定。「1892年改正プロイセン鉱業法」第80条。項

は言う，「鉱山主は，それによって運搬の支障がおこらない限り，労働者が彼

らの負担によって，彼らの中から，または常設の労働者委員会が存在する場

合には委員会構成員の中から選出される者を通じて，かかる賃銀控徐（「ヌレ

ン」を指す一引用者）の決定を監視することを許可する義務を負う」。こ

れは，注目すべき規定である。その意義を理解するためには，イギリス炭鉱業

の事例を思い起こさなければならない。すなわち，イギリスにおいては，労働

　（2）　Denfeschrifち　S．10．

　（3）　”AIIgemeine　Begrtindung　der　Berggesetznoveile　vom　24．∫uni　i892“，

　　Gerhard　Adelmann（Bearb．），　Quellensammlung　zur　Geschichte　der　sozialen

　　Betriebsverfassung　Ruhrindustrie　unter　besonderer　Berde’clesichtigung　des

　　Industrie．　und　Handelshammerbθ2irles　Essen，　Bd．1，　Bonn　l960，　S．308，

　　　（以下，Quellensanzmlungと略記）
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者によって選出される炭量検査係（checkweigher）の制度がすでに確立され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
ており，それが労働組合運動と密接に関連していたのである。炭量検査係に

ついてのイギリス最初の立法は，1860年鉱山規制法（Mines　Regulation　Act）

であった。資本家側の抵抗にもかかわらず，1872年鉱山規正法さらに1884

年鉱山規正法によって，炭量検査係の立場は強化された。そして炭量検査係

は，事実上労働組合の専従活動家となり労働組合の強化に多大な貢献をなし

たのである。こうしたイギリスの例を念頭におくならば，「1892年改正プロイ

セン鉱業法」第80条。項と労働組合との関連が検討されなければならない。

　（3）労働者委員会（ArbeiterausschuB）に関する規定。「1892年改正ラ。ロィ

セン鉱業法」第80条f項は言う，　「就業規則またはその追加規則の発布に先

立って，その内容について意思表明する機会が，鉱山会社または当該事業所ま

たは当該部門の成人労働者に与えられなければならない。常設の労働者委員

会の存在している鉱山会社においては，右の規定は，労働者委員会の意見の

聴取によって満たされるものとする」。この規定のみからでは，従業員代表

＝＝ J働者委員会に対する国家の態度は，必ずしも明確にならない。しかし，

1889年ストライキを契機に，国家は，　「労資間の平和の酒養（Pflege　des

Friedens　zwischen　Arbeitgebern　ulld　Arbeitnehmern）をはかるものとして

労働者委員会に大きな期待をかけており，右の条項は，労働者委員会を積極
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）　．
的に広めていこうとする意志を表明していたのである。とはいえ，右の条項

（4）　イギリスの炭量検査係制度については，ウエッブ夫妻r労働組合運動の歴史」飯

　　田鼎・高橋旧訳，上巻（日本労働協会，1973年），344－6頁。同r産業民主制論』

　　高野岩三郎監訳（法政大学出版局，1969年）3フO－2頁。G．　D，　H．　Cole，　VVorh－

　　shop　Organization，　London　etc．　1923，　pp．　107－8．

　　　なお，坑口において係員の石炭検査を監視する役割を受けもつ労働者代表につい

　　て，イギリスの場合にはそれを炭量検査係，ドイツの場合には炭車検査係と訳した

　　のは，請負賃銀が，イギリスの場合には石炭の重量をもとに，ドイツの場合には炭

　　車田をもとに支払われていたことによる。

（5）　この点については，さしあたり，Heinrich　Koch，　Arbeitera’asschdisse，　M．

　　Gladbach　l907，　S．13－18．を参照。なお，「労資間の平和の瀕養」という言葉

　　は，皇帝ヴィルヘルムコ［世の社会政策綱領として有名な1890年の「2月勅令」にお

　　いて使われている。「2月勅令」全文は，K．　G6rres（Hrsg．），　Handbzach　der
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は，労働者委員会の設置を資本家に強制しようとしたものではない。　「1892

年改正プロイセン鉱業法」の作成に主導的な役割をはたしたプロイセン商工

相ベルレプシュは，その点について，次のような考えをいだいていた。

　「労働者委員会の設置は，強制的であってはならない。それは，自己の経営内の労働者

　と恒常的な接触を保つために，その意見表明機関をつくろうとする炭鉱経営指導部によ

　って，自発的におこなわれなければならない。なぜならば，信頼という強制することの

　できない行為ことが重要だからである。労働者委員会が，経営指導部の意に反して存続

　し活動するならば，それは，たんに生命のない機関になるだけでなく，期待したものと
　　　　　　　　　　　　くの
　正反対のものになるであろう」。

　したがって，第80条f項は，ルール炭鉱資本家が自発的にヘル・イム・ハ

ウ札的観点を大きく修正するという条件のもとでのみ，有効に機能ずるであ

ろう。なぜならば，資本家が労働者委員会という経営内労資’協議制を承認す

るということは，経営内における資本の専制というヘル・イム・ハ．ウゼ的観

点の一つの重要な柱を放棄することを意味じているからである。

　　　β．　鉱業裁判所の設立

　1889年ス．トライキは，　「1892年改正フ。nイセン鉱業法」とともに，いま一

つの重要な法的枠組の改革をもたらした。それは，　ドルトムント鉱業裁判

所（Berggewerbegericht　Dortmund）ゐ設立である。

　1889年ストライキ後，！890年に工業裁判所法（Reichsgesetz　vom　29。　Juli

1890　betreffend　die　Gewerbegerichte）が公布され，労資間紛争に関する特
　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
別裁判所が設立されることになった。しかし，同法第77条は，鉱山業につい

ては各邦の政令が別途に規定しうるとしていた。それにもとづいて，鉱業裁

　　　gesamten　Arbeitergeset2gebtcng　des　Deutsclzen　］1？eic12es，　Freiburg　1893，

　　　S．　571－2．

　（6）　，，Den’kschrift　des　Oberprtisident　der　Rheinprovinz，　Frhrn．　v．　Berlepsch，

　　　an　die　preuBischen　Minister　des　lnnern　u．　fttr　Handel　（Entwurf）“，　Peter

　　　Rassow　und　Karl　Erich　Born　（Hrsg．），　Akten　2ter　staatlichen　So2ialpolitife

　　　in　Deutschland　1890－1914，　Wiesbaden　1959，　S．　36．

　（7）　1890年工業裁判所法およびflI901年改正法の邦訳は，内務省社会局『産業争議の

　　　調停及仲裁制度』　（発行年不明）143－182頁。
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判所に関するフ。ロイセン政令が1893年に出され，1894年1月1日をもってプ

ロイセンに鉱業裁判所が設立されることになった。そして，ドルトムント鉱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
業裁判所がルール炭鉱業の管轄にあった。

　ドルトムント鉱業裁判所の構成は，次の通りである。裁判所長は，ドルト

ムント上級鉱山監督局長（Berghauptmann）が務める。裁判所の実質的活動

は，各鉱山地区（Bergrevier）ごとに設けられた裁判所支部（Kammer）に

委ねられる。

　裁判所支部長は，上級鉱1」」監督局の直属官吏である鉱山地区官吏（Bergre・

vierbeamte）が務める。裁判所支部は陪審員制をとっており，陪審員の半数

は雇主によって，残り半数は労働者によって選出される。

　鉱業裁判所の任務は，以下の三つである。

　第一の任務は，文字通り裁判所としての活動であり，提訴がなされた場

合，労資間紛争に対して判決を下すのである。鉱業裁判所設立以前の裁判に

ついて述べておくならば，まず，1860年「臼由移住法」第6条は，鉱山宣誓

官吏がルール炭鉱業の労資間紛争を裁決することになっていた。そして，判

決に不満ののある時は，普通裁判所に提訴しうるものとされていた。　「1866

年プロイセン鉱業法」は，この条項を廃止し，労資問紛争の審議を初めから

普通裁判所に委ねた。　したがって，鉱業裁判所は，ある意味で，1860年「自

由移住法」への回帰であった。　しかし，裁判所としての鉱業裁判所は，労資

関係に対して，それほど大きな意義を有していなかったと思われる。たしか

に，一般的に言って，鉱業裁判所のような特別な労働裁判所は，裁判の迅速

性，便利性，経済性などの点において，普通裁判所による労資間紛争の裁決

よりも優れているであろうが，それらは，いわば弓術的利点とも言うべきも

のであろう。

（8）鉱業裁判所に関するプロイセン政令は，ユ902年に部分的に改正された。’改正され

　た政令にもとつくドルトムント鉱業裁判所法の邦訳は，農商務省鉱山局「鉱山労働

　者二関スル外国法規』　（生産調査会，1912年）独逸編，121－148頁。
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　第二の任務は，争議調停所（Einigungsamt）としての活動である。鉱業裁

判所が労資関係に対して有した中心的意義は，この点にあったと考えられ

る。なぜならば，ルール炭鉱業の労資関係史上，ここに初めて争議調停機関

が設立されたからである。鉱業裁判所は，労資双方の阿意があった場合，争

議調停機関として争議に関与しうるのである。

　第三の任務は，政府をはじめ関係官庁に対して，意見の上申・建白書の提

出をおこなうことである。この任務は，労資関係にとって，とりたてて言う

ほどの意味はない。

　さて，1889年ストライキを契機とした法的枠組の改革の意図は，次のよう

に要約されうるであろう。すなわち，労働力の個別的売買を前提しつつも，

個別経営レヴェルにおいて労資協議制が実現される。労資間の係争が労資塊

議制によって円滑に処理されなかった場合，鉱業裁判所が争議の調停にあた

る，というものであった。こうした国家の意図が実現するか否かは，労働者

委員会の設置が任意的であったこと，また，鉱業裁判所は労資双方の同意が

あった時にのみ調停活動をなしうるとされていたことから，もっぱら労資の

出方にかかっていた。

b．　労働組合の結成

　　　α．　「旧組合」と「キリスト教鉱夫組合」

　労働者にとって，1889年ストライキの直接的遺産は，労働組合の結成であ

った。ストライキが終了してまもない8月18日，ドルストフェルトにおいて

ルール鉱夫の集会が開かれ，通常「旧組合」と呼ばれる労働組合を結成し

（9）　（10）た。　「旧組合」は，その規約において，　「宗教および政治はいかなる点にお

（9）　「旧組合」は，当初，正式名称を「ラインラント・ヴェストファーレンにおける

　鉱夫の利益を守り推進する組合」（Verband　zur　Wahr㎜g　und　F6rderung　der

　bergmiinnischen　Interessen　in　Rheinland　un覗Westfalen）と名乗り，ルール地

　方の鉱夫組合であることを明確にしていた。しかし，翌1890年9月にハレで開かれ
　　た全国鉱夫代表大会が，全国組合として「ドイツ鉱夫組合」　（Verband　deutscher

　Bergleute）を結成したのにともない，ルール地方をはじめ地方的鉱夫組合は解散
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いても完全に排除される」ことを明記していた。とは言え，「旧組合」の指

導者たちは，　「ドイツ社会民主党」’の同調者であった。

　保守的なキリスト教聖職者たちは，　「旧組合」＝「社会民主党」と見なし

た。彼らは，　「旧組合」の対抗組織の必要性を痛感し，キリスト教鉱夫をし

て独自の組合を結成させるべく指導した。その結果，1894年10月，「キリス
　　　　　　　　　　　　　（11）
ト教鉱夫組合」が結成された。鉱夫組合運動は，イデオロギー上の理由から

　　　　　　　　　　　　　（12）
分裂したのである。その規約は，次のようなきわめて特色のあるものであっ

た。　「組合は，皇帝とドイツ国（Reich）とに忠実である」　（第3条）。　「組

合員は，組合に加入していることによって，社会民主主義の原理と志向とに

反対する者であることを表明している」　（第8条）。組合の目的は，「キリ

スト教と法律とを基礎にした，鉱夫の道徳的社会的状態の向上，ならびに労

資間の平和的協調の準備および維持（Anbahnung　und　Erhaltung　einer　frie．

dlichen　Ubereinkunft　zwischen　Arbeitgebern　und　Arbeitnehmem）」（第2

条）である。こうした規約の基礎となった思想は，資本家は，経済的利害を

めぐる紛争において，階級闘争の立場に立たない労働者の正当な要求に応じ

るであろう，という「キリスト教社会主義」　（christlicher　Sozialismus）で

　　し（ただし，ザクセンの鉱夫組合は解散しなかった），それらの組合員は，中央集

　　権的全国組合である「ドイツ鉱夫組合」に加入した。それ以後Jこの「ドイツ鉱夫
　　組合」が「旧組合」と呼ばれた。本稿では，一貫して「旧組合」の名称を用いる。

（IO）　「旧組合」がルーール地方において結成された時の規約全文は，　Heinrich工mb．

　usch，　Arbeitsverhdiltnis　und　Arbeiterorg’anisationen　im　deutschen　Bergbazt．

　Eine　geschiclztliche　L）arstellung，　Essen　l908，　S．692一一5．また，全国組合と

　　して「ドイツ鉱夫組合」が結成された時の規約全文は，Ibid．，　S．698－700，

（工1）　「旧組合」と同じく，「キリスト教鉱夫組合」も，当初，ルール地方の組合であ

　　ることを明確にしており，正式名称を「ドルトムント上級鉱山監督局区内キリスト

　　教鉱夫組合」　（Gewerkverein　christlicher　Bergarbeiter　ftir　den　Oberberg．

　　amtsbezirk　Dortmund）と名乗っていた。しかしその後，次第にルール地方以外

　　の鉱夫も加入するようになったため，1897年，　「ドイツ・キリスト教鉱夫組合」

　　（Gewerkverein　christlicher　Bergarbeiter　Deutschland）と改称した。本稿で

　　は，一貫して「キリスト教鉱夫組合」の名称を用いる。

（12）　「キリスト教鉱夫組合」結成時の規約全文は，H．　Imbusch，　Arbeitsverhde’ltnis，

　　S．　716－9．
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　　（13）
あった。規約はさらに，組合に対する聖職者の影響力を確保するため，　「名

誉組合員」制度を設けていた。　「中央幹事会（Zentralvorstand）は，鉱夫で

ない者も含めて，組合費を納入しかつ組合のために功績ある者を，名誉組合

員（Ehrenmitglieder）に任命することができる。名誉組合員は，あらゆる集

会に参加でき，審議権を有す」　（第7条）。同様の理由から，規約は，　「名

誉評議会」　（Ehrenrat）を設けていた。その任務は，「組合のすべての事務

を監視し，幹事会委員に対する告発を処理」することにあり，9人の委員の

うち4人は，キリスト教両派（カトリック派・福音派）を代表する名誉組合

員から選ばれる（第24条）。

　「キリスト教鉱夫組合」は，カトリック派と福音派双方のキリスト教鉱夫

を組織しようとした。もとより，両派の聖職者は互いに敵対心をいだいてい

　　　　　　　　　　ぢたが，社会民主主義に対する憎悪において，また，　「旧組合」に対抗するた

めには両派の協力が必要であるという認識において一致したため，両派合同
　　　　　　　　　　　　（14）
の組合が結成されたのである。　しかし，福音派と協働するという地元のカト

リック神父の考えは，カトリック労働者のみからなる労働者団体を育成しよ

うとしていたローマ教会上層部から支持されなかった。そのため，　「キリス

ト教鉱夫組合」は，ローマ教会上層部の意向にもとづいたカトリック労働者

諸団体（いわゆるベルリン派）との論争に，かなりの力をさかなければなら

なかった。また他方，大部分の福音派労働者諸団体は，　「キリスト教鉱夫組

合」に無関心または拒否的な態度を示した。結局，　「キリスト教鉱夫組合」

は，カトリック鉱夫に中心的地盤をもつことになり，また，そうしたものと

して，カトリック政党たる「中央党」　（Zentrum）と密接に結びついたので
　（15）

ある。

（13）　Otto　MUIIer，　Die　christliche　Gewerfeschaftsbewegung　Deutschlands　mit

　besonderer　Berdicfesichtigung　der　Bergarbeiter一　und　Textilarbeiter－Org’a－

　nisationen，　Karlsrul’e　1905，　S．　44．

（14）　Augnst　Erdmann，　Die　cizristliche　Af’beiterbezvegung　i・n　Deutschland，

　Stuttgart　1908，　S．　418一一9．

（15）　fbid．，　S．　425．　i　M．　J．　Koch，　oP．　c・it．，　S．　62－4．，　L29－134．
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　　　β．　「ポーランド人職業組合」

　「旧組合」，　「キリスト教鉱夫組合」に次いで「ポーランド人職業組合」，

（正式名称はZjednoczenie　Zawodowe　Polskie，　ドイツ語では，　Polnische

Berufsvereinigung）が結成されたのは，1902年ll月であった。　「ポーランド

人職業組合」の成立を理解するためには，ルール炭鉱業の労働市場の特質に

ついて触れなければならない。

　「監督原則」が廃棄された1860年以後，　ドイツ工喋の発展を背景に，ルー

ル炭鉱業は急成長をとげた。それにともなう彪大な労働力需要は，ルール地

方およびその周辺だけからでなく，70年代以後，遠く離れたドイツ東部から

も労働力を呼び寄せた。　ドイツ東部出身者は，．絶対数においてはもちろんの

こと，相対数においても増大し，第一次大戦直前に，ルール鉱夫のほぼ1／3を

占めるに至った（第3表参照）。東部出身者は，ルール地方に一様に分布し

ていたのではなく，大炭鉱の多いルール地方北部に集中していた（第4表参

照）。それのみならず，東部出身者は，特定の炭鉱に集中する傾向があっ

（IG）　（17）た。そして，ドイツ東部出身者の約半数が，ポーランド人であった。

　　　　　　　　　　　ルール鉱夫の出身地（第3表）

出 身 地
1894年

人　　数

県
人
・

　
ン
　
レ

諸
　
7

　
ア
ト

　
国
フ
ン

部
　
ト
ラ

　
ス
ン

　
　
ェ
イ

東
外
ヴ
ラ

　　人
39，385

　4，293

114，430

割　合

　　％
24．91

2．72

72．30

1902年

人　　数

　　人
77，675

14，342

152，690

割　合

　　O／e

31．36

5．79

62．85

1913年

人　　数

　　人
138，972

34，121

236，623

割　合

　　ofS
34．00

8．34

57．66

　出典．G．　Vowinckel，　Das　Oberberg多mt　zu　Dortmund　und　der　Westfde’lisch．

　　　　　　　　　　Niederrheinische　Bergbau　1792　bis　1942，　o．　O．　o．

　　　　　　　　　　J．　S．　se．

（16）　このことは，ポーランド人の移動の仕方と関連があった。彼らは，ドイツ東部か

　　らルール地方に移動する時，すでに知人や親類が住んでいる場所に移動すること

　を好んでいたのである。（Stanislaus　Wachowiak，　Die　Polen　in　Rheinland．
　　PVestfalen，　lnaug．　Diss．，　Leipzig　1916，　S．　4！，）

（17）　Heinrich　MUnz　Die　Lage　der　Bergarbeiter　im　Ruhrrevier，　Essen　lgog，
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各鉱山管区における東部諸県出身者の割合（第4表）

南北

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
S
S
S
S

鉱　　山　　管　　区
ミ

l1893年

Gelsenkirchen

Herne

Essen－West

，Recklinghausen－West

Wattenscheid

Recklinghausen－Ost

Essen－Ost

Dortmund　11
0berhausen

Bochum一　Nord
Duisburg

Dottmund　ll

Bochum－Slid

Essen－Stid

Hamm
Witten

Werden

Dortmund　I
Hattingen

45．6g”／0

37，27

31，80

44，92

36，15

36．9S

31．18

2工．26

11，18

21．76

18．87

23．05

13．76

0．36

14．42

8．84

8．99

8．95

1905年

60．lse！0

39，38

43．52

43．76

43．71

41．94

40，64

3rJ．63

28，01

34．27

27．95

31．17

20．71

10．68

19．84

7．97

12．s4

13，23

1910年 1913年

54，56”／e

52．65

42．80

43．27

44．75

44．66　I

　　　e43，27

37．90

33．28
37．77　i

32，47

30．38

31ユ5

22，51

23，35

20，91

6，92

14，59

14．53

50．olo／e

48．80

41．13

41．09

40．98

40．83

39，88

34．89

32．IO

30．87

30，69

30．32

26．58

22．84

21，13

20．40

1S．83

！5．61

15．06

註　1，Nは北部を，　Sは南部を指している。

註　2．Duisburgは1906年までOberhausenに編入されていた。
　出典．S．　Wachowiak，　Die　Polen　in　Rlaeinland－West’fagen，　S．29．

S．17．ルール地方のポーランド人と言う場合，通常，ドイツ人著作家はマズール

人を含めていず，ポーランド人著作家はマズール人を含めている。たしかに，ポーラ

ンド人とマズール人とは，人種的および言語的には同じカテゴリーに入っていた。

しかし，宗教的には，ff　一ランド人がほとんどカトリックであるのに対し，マズー

ル人はほとんどプロテスタントであった。さらに，政治的文化的にも，マズール人

は，ポーランド人と異なって，プロイセンに同化されており，ポーランド国への愛

着をもっていなかった。したがって，本稿は，ポLランド人とマズール人とを分離

している。（Vgl．　Hans・Ulrich　Wehler，。Die　Polen　im　Ruhrgebiet　bis　lg18“，

H．一U．　Wehler　（Hrsg．），　Moderne　deutsche　Sozialgeschichte，　K61n　und

Berlin，3．　AufL，1970，　S，441．また，藤田幸一郎「東ドイツ農村労働者の国内

移動」　『社会経済史学』第39巻第1号（1973年4月）57－9頁をも参照）
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　ポーランド人の組織化は，客観的には，ドイツ人と比べて，より困難であ

った。第一に，ポーランド人鉱夫の出稼的性格である。マズール人は，炭鉱

集団住宅に居住を許されるか，または住みやすい家を見つければ，容易にル

　　　　　　　　く　
一ル地方に定着した。それに対し，ポーランド人鉱夫の多くは，数ケ年ルー

ル炭鉱で働き，故郷での負債を返済したり新たに土地を購入したりした後，
　　　（19）
帰郷した。こうした鉱夫の倹約ぶりは非常なものであり，ある郵便職員は，

ルール鉱夫の労働事情を調査した研究者に対し，　「かなりの数の労働者は，

賃銀支払日に，たいてい賃銀の％を故郷の両親や家族のもとに送金してい
　　　　　　　　　　く　の
る」と語ったほどである。　もちろん，こうした出稼と並行して，ポーランド

入鉱夫のルール地方への定着も進行したが，その傾向が決定的となったのは，

ドイツ東部におけるポーランド人の土地取得をきわめて困難にした1904年植
　　　　　　　　　　　　　　　　　く　り
民法（Ansiedlungsgesetz）以後であった。

　第二に，炭鉱資本による労務管理が指摘されねばならない。炭鉱資本は，

労働組合の影響を断ち切るために，ポーランド人鉱夫を集団社宅に入れ，厳

重に監視した。そして，「旧組合」と「キリスト教鉱夫組合」とを間わず，労

働組合が社宅に機関紙を配ろうとすれば，住居侵入罪（Hausfriedensbruch）で

　　　く　ラ
告訴した。もともとドイツ人鉱夫は，「低い文化水準」に由来するポーランド人

鉱夫の「低劣な，のみならず陰険な奴隷根性」（niedriger，　ja　heimtUckischer

Knechtsinn）に対する嫌悪感から，ポーランド人鉱夫との交際を避けてい

　（18）　Eberhard　Franke，　Das　Ruhrgebiet　und　Ostpreuβen．　Geschichte，　Umfang

　　und　Bedeutung　der　Ostpreuβeneinwanderung，　Essen　l936，　S．102．

　（19）M．J．　Koch，　op．　cit．，　S．23．；Vg1．　auch　Wilhelm　Brepohl，　Der　Aufbaor

　　des　Ruhrvolkes　im　Zuge　der　Ost・　West－Wanderung．　Beitrdge　aur　deu・

　　tschen　Sozialgeschiclzte　des　エ9，　und　20，∫ahrhundert，　Recklinghausen

　　l948，　S，140－1．

　（20）　Lorenz　Pieper，1）ie　Lage　der　Bergarbeiter　im　Ruhrrevier，　Stuttgart　und

　　Berlin　lgO3，　S．246－7．

　（21）　J．Viktor　Bredt，1）ie　Polenfra8e　im　Ruhrgebiet．　Eine　wirtschaftsPoli．

　　tische　Stecdie，　Leipzig　l909，　S．　77，

　（22）　，，Die　Herne　Krawalle　und　ihre　wahren　Ursachen“．，　Ber．crarbeiterzeitung　vom

　　8，JTuli　1899．
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（23）

た。ポーランド人鉱夫に対するドイツ人鉱夫のこうした民族的偏見は，右の

ような労務管理方式によって温存・助長されたであろう。

　ポーランド人の組織化は，上述のように，客観的にはより困難であった。

それにもかかわらず，ポーランド人のFキリスト教鉱夫組合」への組織率は，

ドイツ人に比して，低くはなかった。！890年代末において，「キリスト教鉱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
夫組合」2万人のうち，5千ないし6千人がポーランド人であった。だが，

「旧組合」は，ポーランド人をほとんど組織していなかった。1899年6月，

ヘルネ地区において，クナッフ。シャフト掛金の値上げを直接的契機として，

「ヘルネの暴動」　（Herner　Krawalle）と日乎ばれるポーランド人暴動がおき

たが，その直．後，　「旧組合」は次のように告白した。　「われわれは，ポーラ

ンド人の間にほとんどまったく入りこんでいない。ことにヘルネ地区ではそ
　　　（25）
うである」，と。こうした事態は，ポーランド人鉱夫の主体的条件から説明

されうる。ポーランド人は，マズール人と異なって，民族的自覚にささえら

れた自立的政治意識を有しており，教会委員（Kirchenvorstand）や地方自
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
治体，さらには帝国議会の選挙にポーランド人の独自侯補を立てた。　また彼

らは，！872年のエッセン地区ストライキにも，1889年ストうイキにも積極的

　　　「旧組合」の機関紙（週刊）のタイトルは，いく度か変更された。しかし，簡略

　　化のため，本稿では一貫してBergarbeiterzeitungの名称を用いる。なお，発行
　　時期ごとの正式名称は，次の通りである。

　　1889年一1890年2月　　　Dezatsche　Bergarbeiterzeitung
　　l890年2月一1892年7月　．7．eitZtng　deutscher　BergleUte

　　l892年8月一1901年5月　1）eutsche　Berg－und　H窃ttenarbeiterzeil’un8

　　ユ901年6月一ユ905年ユ2月　Deutsche　Ber8arbeiterzei，tung

　　l906年1月一1929年　　　Bergarbeiter2eitung
（23）　，，Zum　Bergarbeiterausstand　in　Herne　und　Umgegend　（1）“，　Der　Berg－

　　fenaPPe　vomエ5，　Juli！899．「キリスト鉱夫組合」の機関紙（はじめ月刊，の

　　ち週刊）のタイトルは，「旧組合」と異なって，発刊から終刊まで一貫してDer

　　BerghaaPPeであった。
（24）　H．　Brauns，　，，Die　Arbeiterfrage　im　Ruhrrevier“，　Archiv　fa’r　So2ialwi－

　　ssenschafr　blnd　S’ozialPolitile，　Bd．　29　（Z909），　S．　935．

（25）　，，Die　Herner　Krawalle　und　ihre　wahren　Ursachen“，　Bergarbeiter2eitung

　　vom　8．　／z・cli　1899，

（26）　H．Brauns，　oP．　cit．，　S．　g32，；L．　Pieper，　Die　L　age　der　Bergarbeiter，　S．243．
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　　　　（27）
に参加した。ポーランド人が，組織化の客観的困難性にもかかわらず，「キ

リスト教鉱夫組合」において1／4強の割合を占めることができたのは，この自

立的政治意識によるものと考えられる。しかしまた，ポーランド人はほとん

どすべてカトリック教徒であり，高い民族意識や経済闘争にかける積極性に

もかかわらず，社会民主主義に近づかなかった。　「旧組合」がポーランド人

を組織できなかったのは，この点にかかわっている。

　ポーランド人が「旧組合」や「キリスト教鉱夫組合」とは別の独自組合

の結成に向つた直接的契機は，1898年のクナッフ。シャフト長老選挙および翌

1899年のドルトムント上級鉱山監督局鉱山警察条例にあった。まず，1898年

のクナップシャフト長老選挙に際して，　「キリスト教鉱夫組合」内のポーラ

ンド人は，組合指導部に対して，ポーランド人候補者をも立てるよう要請し

た。しかし組合指導部は，それを拒否した。次いで，翌1899年，鉱山警察条

例は，ドイツ語の読み書きができる者のみが鉱夫になりうると規定した。こ

の規定は，鉱山保安規定をポーランド語で記すことを拒否する資本家の態度

とともに，ポーランド人鉱夫に被差別感をいだかせ，民族的感情を刺激し

た。そして，　「旧組合」と「キリスト教鉱夫組合」とが，保安の見地から，

鉱山警察条例を支持した時，ポーランド人の独自組合結成への動きは決定的

となった。かくして1902年，　「ポーランド人職業組合」が結成され，鉱夫組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
合運動は，ここに民族的に分裂したのである。

　「ポーランド人職業組合」は，きわめて特徴のある組織形態をとってい

た。すなわち，　「ポーランド人職業組合」は，たしかにルール地方のポーラ

ンド人鉱夫を中核としていたが，その組織範囲は，ルール地方のポーランド

（27）　Vgl．　，，Geschichte　einer　polnischen　Kolonie　in　der　Fremde．　Jubiltiumsschrift

　des　St．　Barbara－Vereins　in　Bottrop　（1911）“　（Auszug）　in　：　Quellensammlung，

　Bd．　2，　Bonn　1966，　S．　92－3．

（28）　Christoph　KleBmann，　，，Klassensolidalittit　und　nationales　Bewusstsein．　Das

　Verhtiltnis　zwischen　der　Polnischen　Berufsvereinigung　（ZZP）　und　den　deut－

　schen　Begarbeiter－Gewerkschaften　im　Ruhrgebiet　1902－1923“，　Jnterhaationale

　wissenschaftliche　Korrespondenz　zur　Geschichte　der　deutschen　Arbeit一
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鉱夫組合組合員数（第5表）

年
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全　　国

㎜
鑑
深
窓
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
2
8
8
2
0
7
6
3
G
7
6
2
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
1
4
7
2
7
6
4
7
1
8
3
3
6
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
0
2
0
0
0
2
4
5
2
4
1
0
9

8
6
7
1
5
6
7
1
7
3
6
8
8
9
0
5
Q
1
2
0
3
0
4
1

R
冒
4
3
1

　
　
　
　
　
　
　
2
2
3
3
3
4
6
8
0
ー
ユ
ー
2
2
2
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ルール地
方

8
3
8
9
4
6
5
4
2
2
3
2
9
3
3
9
8
5
8
7

5
5
3
4
7
0
4
4
3
3
5
6
7
エ
4
6
工
2
4
8

1
1
9
1
9
6
9
0
8
ユ
ー
8
8
7
1
8
4
0
6
4

5
4
3
2
7
8
2
3
2
8
6
8
8
7
0
6
8
5
9
2

　
　
　
1
1
1
1
2
3
4
5
7
7
7
8
7
7
7
6
6

「キリスト教鉱夫組
合」（2）

全　　国
ルール地
方

31658

32616

40000

「ポーランド人職業
組合」（2）

全国・鉱夫

（40962）

（47962）

（48000）

22243

38387

46995

50903

60047

ルール鉱
夫

　4616
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（25000）

（35863）

（39256）
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ドウンカー
鉱夫組合①
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註　「ポーランド人職業組合」は一般組合として発足しており，そのなかに鉱夫部会

　を設けたのは1909年である。したがって，それ以前の組合員数（1903年を除く）は

　鉱夫以外のポーランド人労働者を含んでいる。その数字はカッコの中に入れて示し

　た。

　出典，（1）Johann　Fritsch，　Eindringen　ntnd　Ausbreitung　des　Revisionismus

　　　　　im　deutschen　Bergarbeierverband　（bis　1914），　Leipzig　1967，　Lq．．109

　　　　　und工ll．

　　　　（2）　ibid．，　S．109．　；　C．　KleBmann，　，，Klassensolidalittit　und　nationales

　　　　　Bewusstsein“，　S，　164．

　　erbewegung，　Jg．　IO．　Heft　2．（Juni　1974），　S．　159．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
人労働者すべてであり，まったくの一般組合であった。1902年の結成後，ポ

ーランド人のルール地方定着を背景とした組合員数の増大や，他地方のポー

ランド人労働組合の吸収合併によって，数的にも地域的にも発展した結果，

1909年置組合内に三つの部会（鉱夫，手工業者，製錬所・工場労働者）を，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（30）
さらに191！年，新たに二つの部会（建設労働者，給仕）を設けた。

　「旧組合」　「キリスト教鉱夫組合」　「ポーランド人職業組合」のほかに，

「ヒルシュ・ドゥンカー鉱夫組合」（Gewerkverein　der　Bergarbeiter（Hirsch

＝＝　Duncker））が存在していfcが，数的な弱小さのため，独自的意味はなかっ

た。各組合の発展を示すため，組合員数を示す第5表を掲げておこう。

c．　資本家

α．「ストライキ保険運盟」の結成

　1889ストライキは，ルール炭鉱資本家にとって，大さな衝撃であった。そ

して「ルール鉱業協会」は，　「ストライキ保険連盟」の結成と「共通就業規

則」とによって，ストライキ後の労働問題に対処しようと．した。

　「ルール鉱業協会」理事会は，1889年ll月，「ストライキ保険連盟」（Aus－

stand－Versicherungs－Verband）の結成を提案した。　この提案は大多数の資

本家によって支持され，翌90年2月，ルール地方の採炭高の93．9パーセント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
を占める100炭鉱の参加をもって活動を開始した。

　「ストライキ保険連盟」は，次のような仕組で運営された。加盟炭鉱は，

（29）大野英二「ドイツ資本主義論』　（未来社，1965年）は，”Polnische　Berufsve－

　reinigung“を「ポーランド人職業別組合」と訳しているが，まったくの一般組合

　を「職業別組合」と呼ぶことは不適当である。　「ポーランド人職業組合」と訳すべ

　　きである。

（30）　S．　Wachowiak，　oP．　cit．，　S．　78．

（31）Ernst　JUngst，　Festschrift　2Uf’Feieir　des動π∫9ガ8ブ励7ガ9θηβestehens　des

　Vereins　fdir　die　bergbattlichen　fnteresseva　i7n　Oberbergamtsbe2irk　Dort－

　mund　in　Essen　／858－1908，　Essen　1908，　S．　151．
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定められた保険料を支払う’。そして，（1）炭鉱従業員のY3i／上がストライキに

入り，（2）ストライキの規模が加盟炭鉱総数の3割以下にとどまり，（3）「保険

連盟」が，労働者の要求を拒否する当該炭鉱の態度を正当だと認知した時，

当該炭鉱は，出炭高がユトン減少することに1．6マルクの補償をうける。当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
該炭鉱がストライキに譲歩した場合，補償はうけられない。

　「ストライキ保険連盟」設立の意図は，明白である。それは，ストライキ

の粉砕である。スドライキ保険の考えそれ自体は，すでに1872年にベルリン．

建設業の資本家のあいだに見られた。しかし，それは実現されなかった。近

代的保険原理にもとつくストライキ保険は，ルール炭鉱業の「ストライキ保
　　　　　　　　　　　　（33）
険連盟」をもって噛矢となす。1889年ストライキの画期性に照応して，ルー

ル炭鉱資本家は，資本家としての先進性を示したと言えよう。

　なおここで，　ドイツにおける独占形成のメルクマ〒ルとして有名な「ライ

ン・ヴェストファーレン石炭シンジケート」　（1893年結成）の労資関係にお

ける意義について付言しておこう。　・「シンジケート」そのものは販売カルテ

ルであり，労働問題と直接的な関連はない。しかし，　「シンジケート」と消

費者との契約は，ストライキの場合「シンジケート」の納入義務は免徐され

るという条項を含んでいた。炭鉱と消費者とのこうした契約は，1889年スト

ライキ後に広くおこなわれるようになっていた。　「シンジケート」は，それ
　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
を一般的に承認させる役割をはたした。こうした条項は，ストライキの場合

における資本家の立場を強化するものであった。すなわち，ストライキ粉砕

という目的にとって，　「ライン・ヴェストファーレン石炭シンジケート」は

「ストライキ保険連盟」を補完するものであったる

（32）　H．　G．　Kirchhoff，　oP．　cit．，　S．　IJ6．

（33）　Georg　Hermann，　Die　Streileversicherztng　in　Deutschland　und　Franfereich，

　M．　Gladbach　1910，　S．　ll－2．

（34）　Wiihelm　Goetzke，　Das　rheinisch－westftilische　Kohlensyndifeat　ztnd　seine

　zvirtschaプtliche　Bedeutung，　Essen　lgO5，　S．134．

　　　　　　　　　　　　　　一85一
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　　　β．「共通就業規則」の制定

　「ルール鉱業協会」理事会は，1890年4月5日，「共通就業規則」（Normal・

Arbeitsordnung）の制定を決定した。「協会」の公式発表によれば，その目

的は，次の三つであった。第一に，個別炭鉱ごとに異なった多くの就業規則

を廃止し，統一的就業規則に置きかえ，もってルール鉱夫を同一の権利のも

とに置く，第二に，1850年代から60年代に制定された就業規則の硬直したり古

くなったりした条項を廃止する，第三に，「1891年改正帝国営業法」の就業規

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
則に関する規定に適応させる，以上である。「共通就業規則」は，「1892年改

正プロイセン鉱業法」の就業規則に関する規定にもとづいて改訂されたのち，
　　　　　　　　　　（36）
多くの炭鉱に導入された。

　たしかに，すでに1860年，　「ルール鉱業協会」は就業規則の模範草案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
（Musterentwurf）を作成し発表したことがあった。しかしそれは，1890年

の「共通就業規則」とその意義を基本的に異にしている。1860年目模範草案

は，　「監督原貝1」」から解放されて初めて就業規則制定権を手に入れた資本家

に対する，いわば見本にすぎなかった。それ故に，その後のルール炭鉱には

多くの異なった就業規則が存在し，さらには，就業規則のない炭鉱さえあっ

たのである。それは，当然のことであった。なぜならば，ヘル・イム・ハゥ

ゼ的労資関係のもとで，個別資本家が就業油圧1」を自由に改廃する権利を有し
　　　　い
ていたからである。

　「共通就業規則」は，賃銀を除く労働条件を統一的に規定しようとするも

（3s）　Die　Entwicleelung”des　IViederrheinisch－PVestfdlischen　Steinleohlen．

　Bergbaues　in　der　zweiten　Hd　lfte　des　19．ノahrhunderts，　Herausgegeben

　vom　Verein　ftir　die　bergbaulichen　lnteressen　im　Oberbergamtsbezirk　Dort－

　mund　in　Gemeinschaft　mit　der　Weftftilischen　Berggewerkschaftskasse　und
　dem　Rheinisch一　Westftilischen　Kohlensyndikat，．　Bd．　12，　Berlin　1904，　S．　so．

　（以下，Entwichelungと略記して引用）
（36）　この改訂された「共通就業規則」は，L．　Pieper，　Die　L　age　der　Bergarbeiter．

　に掲載されている。
（37）　Entwickelung，　Bd．　12，　S．　49．
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のであり，その限りにおいて，炭鉱間の労働条件の相違に起因する紛争を除
　　　　　　　　　　（38）
去する目的を有していた。また，それは，労働者に対する資本家の団結を示

すものでもあった。しかし同時に，それは，ヘル・イム・ハウゼ的観点の微

妙な修正をも意味していた。もともと，ヘル・イム・ハウゼ的観点によれば，

個別資本家が労働に対する専制権を有すはずであった。　しかるに，いまや，

就業規則を制定するのは，個別資本家ではなく資本家団体なのである。その

点において，1889年ストライキの衝撃のもとに，ヘル・イム・ハウゼ的観点

は，微妙に修正されねばならなかったのである。

　以上において，1889年ストライキが国家・労働者・資本家に与えた直接的

影響の内容が確定された。次に，それらをふまえた上で，1889年ストライキ

後の労資関係を検討しよう。　（未完）

（38）　Vgl．　Gerhard　Kessler，　Die　deutschen　Arbeitgeber＝＝Verbdnde，　Schriften

　des　Vereins　fUr　Sozialpolitik，　Bd．124，　Leipzig　l907，　S．183．ただし，　G．

　Kesslerは，誤まって，ルール炭鉱業における「共通就業規則」制定を，1905年と

　記している。
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